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日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）
の見直しについての見直しについて

私立学校の振興における国の責務

私立学校振興助成法
・ 教育条件の維持及び向上
・ 在学する児童、生徒、学生又は幼児に係る修学上の経済的負担の軽減
・ 私立学校の経営の健全性を高め、もって私立学校の健全な発達に資する

第３期科学技術基本計画

我が国の研究能力を高め、教育研究の高度化を進める上で、私立大学の研究
施設・設備の重点的な整備が重要

私立学校を取り巻く教育・経営環境に対する課題
経営困難な学校法人に対しては、学生の修学機会の確保に向け、経営
分析や指導・助言を通じた経営改善に関する支援策など、各機関の自主
的な改善努力を促す適切な対応が必要

国から運営費交付金等の事業運営に係る費用は受けていない。

貸付事業で私立学校から受けた利益により、私学振興施策を図るため

の各種支援事業を実施し、私立学校へ利益還元する循環型パッケージ事
業を展開している。

事業団の事業運営の特徴

国の政策との関係

国の政策及び私立学校のニーズ等を踏まえた事業内容への見
直し
財務の健全性確保の観点から、貸付事業についてリスク管理
機能を強化
経費の縮減・業務運営の効率化により、一般管理費、人件費を
削減
利用者の視点に立った質の高いサービスの実施
情報公開の充実により、事業の透明性を確保

見直しの視点
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【貸付事業】

需要が減少している私大奨学事業の廃止、国際交流施設事業の一般事
業との統合（実績・ニーズが減少した業務の精査）

貸付期間５年以内の貸付事業は、政策課題及び財政的に脆弱性を有
する幼稚園等を除き、原則廃止 （民間金融機関との補完性）

信用リスクが比較的高いため、民間金融機関が貸付に消極的な学校法
人に対する資金調達の支援方策を整備（貸付先の特性やリスクの程度を
考慮した条件の設定を可能とする仕組みづくり）

借入れの募集、与信審査、貸付先法人のモニタリング、滞納・破綻法人
への対応、再生・再建法人への対応、債権査定の厳格化などの各作業工
程を再整理し、事業の健全性を保持しつつ、効率化（リスク管理機能のさ
らなる強化）

融資等業務の見直し

経営資源の選択と集中の徹底による、私立学校等のニー
ズを踏まえた事業を実施。

【助成業務全体】
業務の効率化による一般管理費及び人件費の削減。
引き続き、各種情報の電子化など利用者の視点に立った情報提供や各事業ごとのセ
グメント別の収支等を積極的に公開するなど、一層の情報公開を引き続き推進

【補助事業】
私学振興政策や私立大学等の現状を踏まえた補助効果の高い内容へ見直し
申請書類、補助金算定の基礎資料等の電子化による業務の効率化

【受配者指定寄付金事業】
申請書類の電子化及び電算処理方法を改善による配付処理期間の短縮、業務量の緩
和等

【学術研究振興基金事業】
社会のニーズに応じた事業内容への見直し
厳正かつ公平な審査を引き続き実施し、その審査内容等の公表など透明性を確保

【教育条件・経営支援事業】
学校法人の経営診断・経営相談体制を強化し、教育改革や経営改善への取組等を積
極的に支援
総合的・効率的な私立学校の情報の収集・蓄積・提供を目的とした「私学サーバファー
ム」の充実を図ることにより、学校法人のニーズに応じた分析資料の提供等、学校法人
の経営支援のさらなる推進

業務全般の見直し
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教育・研究
条件の
維持向上

学校法人の
経営の健全化

私立学校教育・研究の振興、基盤整備

私立学校の教育の充実・向上、経営の安定を図るため、補助金の
交付、資金の貸付け、受配者指定寄付金の受入れ・配付、学術研究振
興資金の交付、経営相談等の私立学校の教育と研究の援助に必要な
業務を総合的かつ効率的に実施。

これからの社会において多様で個性ある人材の育成と様々な社会
的なニーズヘの対応という面で、時代や社会の変化に機敏に対応でき
る私立学校のメリットが一層発揮できる事業を実施。

学齢人口の減少等に伴い、私学経営は厳しい状況にあるため、教
育条件・経営情報支援事業の強化をはじめ業務内容を一層充実させ、
私立学校のニーズに対応して各種事業を展開することにより私立学校
の振興、基盤整備を図る。

業務の効率化と財務内容の改善によって生まれた資源を業務の質
向上のために利用。

日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）
による私学振興についてによる私学振興について

私立学校等

私学振興の先導的拠点

日本私立学校振興・共済事業団
（助成業務）
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文部科学省

在学生の修学上
の経済的な
負担軽減



我が国高等教育機関の74％を占める
私立大学等の活性化により多様な人材の養

成、日本の教育研究機能の高度化を図る。

（私立大学等経常費補助金）
私立大学等の教育研究活動・経営の活性化を促進
するための助成へ大幅に見直し

定員割れ解消等に向けて、
募集停止、改組転換、定
員減や統合等により適正
規模への脱皮を図る大学
等を支援。

定員割れ等が続いている
大学等について、一定期
間で改善傾向が見られな
い大学等に対しては減額
を強化。

地域社会の
ニーズに応える
教育の推進

（申請ゾーン：Ａ）
地域の知の拠点
としての高等教
育機関の地域貢
献を支援

個性豊かで
多様な教育の
推進

教育研究活動
の高度化・拠点
の形成

（主なメニュー）
○地域の知の拠
点活性化支援
○地域の子育て・
ものづくり支援
○地域教育コン
ソーシアム形成
支援
○地域共同研究
支援 等

（申請ゾーン：Ｂ）
個性豊かで多様
な教育を行う大学
等を支援

（主なメニュー）
○教育・学習方法
等改善支援
○単位互換・イン
ターンシップの推
進
○高度情報化の
推進
○外国大学等との
学生の交流支援
等

（申請ゾーン：Ｃ）
科学技術基本計
画等に対応した教
育研究活動の高
度化を図る大学を
支援

（主なメニュー）
○大学院の基盤整
備・拠点重点化
支援
○研究連携コン
ソーシアム形成
支援
○学術研究高度化
推進
○ＴＡ、ＲＡ、ＰＤ等
の支援 等

特別補助
（各申請ゾーン共通）

～新たな学習ニーズ
への対応～

・ 学び直し等新規学習ニー
ズ対応プログラム支援
・ 女性のためのエンパワー
メントセンター
・ 授業料減免事業等支援

～高等教育機関の
質の確保～
・ 多元的評価支援

～特定分野の人材
養成～

・ 法科大学院、専門職大学

院支援

等

定員割れ大学等に
対する助成の見直し

（一般補助）

各大学等の特色を活かせるきめ細か

な支援（特別補助を改組・メニュー化）

改善に取り組んでいる
大学等に対する

特別補助の新設

私学助成の充実私学助成の充実
～個性豊かで活力ある私学へ～
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中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名 日本私立学校振興・共済事業団（助成業務） 府省名 文部科学省 

沿 革 昭和 27 年 3 月 
昭和 29 年 1 月 
昭和 45 年 7 月 
平成 10 年 1 月 
平成 15 年 10 月 

私立学校振興会設立 
私立学校教職員共済組合設立 
私立学校振興会を解散し、日本私学振興財団設立 
日本私学振興財団と私立学校教職員共済組合を統合し、日本私立学校振興・共済事業団設立 
日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律（平成 14 年法律第 157 号）に基づき、事
業団の助成業務に独立行政法人に準じた管理手法を導入 

役員数 職員数（実員） 

法定数 常勤（実員） 非常勤（実員） 

役員数（監事を除く。）及び職員数

（平成18年１月１日現在） 

10 人 6 人 4 人 103（助成業務）人 

年  度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度（要求） 

一般会計 254,269 254,269 254,269 254,269 
特別会計 0 0 0 0 

計 254,269 254,269 254,269 254,269 

 うち運営費交付金※１ 0 0 0 0 
 うち施設整備費等補助金 0 0 0 0 

国からの財
政支出額の
推移（16～
19 年度） 
 
 
 
（単位：百万円）  うちその他の補助金等 254,269 254,269 254,269 254,269 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度（要求） 支出予算額の推移（16～19 年度） 
（単位：百万円）※２ 406,541 401,174 396,605 393,116 

平成 16 年度 平成 17 年度 利益剰余金（又は繰越欠損金）の
推移（16・17 年度） 3,156 553 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度（見込み） 平成 19 年度（見込み） 行政サービス実施コストの推移
（16～19 年度）   (単位：百万円) 252,869  255,805  254,735 254,809 

見直しに伴う行政サービス実施コ
ストの改善内容及び改善見込み額 

業務全般の効率化による一般管理費及び人件費の削減 △31 百万円 

中期目標の達成状況（業務運営の
効率化に関する事項等）(平成 17
年度実績) 

【業務運営の効率化に関する事項】 
○ 法人の行う業務について既存事業の徹底した見直し、効率化を進める。一般管理費及び人件費について、中期目
標期間の最後の事業年度において、平成 14 年度比で 11％以上の効率化を図ること等により、中期目標期間中の毎
年度において、対前年度比 1％以上の水準を目標に総費用縮減に努め、事業全体の効率化を図る。 
⇒目標を達成した。 
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(実績) 
一般管理費及び人件費 総費用［貸付金、交付補助金、配付寄付金、雑支出を除く］ 
平成 14 年度予算   1,534 百万円 
平成 15 年度計画予算 1,425 百万円（14 年度比 △ 7.1％） 
平成 16 年度計画予算 1,357 百万円（14 年度比 △11.5％） 
平成 17 年度計画予算 1,357 百万円（14 年度比 △11.5％） 

平成 14 年度予算    93,784 百万円 
平成15年度計画予算 89,104百万円（14年度比 △ 5.0％） 
平成16年度計画予算 83,589百万円（15年度比 △ 6.2％） 
平成17年度計画予算 78,746百万円（16年度比 △ 5.8％） 

 
○ 中期目標期間末において、貸付残高に占めるリスク管理債権の割合を 3.5％以下とする。 
（参考）独立行政法人の管理手法を導入した平成 15 年度の都市銀行等平均リスク管理債権は、5.5％。 

⇒目標を達成した。 
（実績） 
平成 15 年度末 平成 16 年度末 平成 17 年度末 

2.32％ 2.26％ 2.23％ 
 
【国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項】 
○ 貸付けまでの平均審査期間を中期目標期間中に 5％以上短縮するとともに、学校法人等の利便性を向上させるた
め、貸付審査のための提出書類の簡素化を図る。 
⇒目標を達成した。 
（実績) 
 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 
貸付審査延べ日数 
貸付審査法人数 
平均審査期間 
短縮日数 
短縮割合(平成 14 年度比） 

3,355 日 
71 法人 
47.3 日 
12.7 日 
21.2％ 

6,090 日 
129 法人 
47.2 日 
12.8 日 
21.3％ 

5,807 日 
129 法人 
45.0 日 
15.0 日 
25.0％ 

※平成 14 年度平均審査期間 60 日との比較。 
 

※１ 日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）は、私学振興政策を踏まえた事業を総合的かつ効果的に実施している。なお、事業の実施に必要な運
営費については、国から交付金を受けることなく、貸付事業による収益において人件費を含む全ての事業の実施に必要な経費を賄っている 

※２ 「国からの財政支出額の推移（16～19 年度）」及び「支出予算額」欄については、中期計画における予算額を記載している。 
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